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乳幼児健診と学校健診の特徴と課題に関する研究 

 

          研究分担者  弓倉 整 （弓倉医院） 

     

 

 

 

Ａ．研究目的 

 乳幼児健康診査（以下乳幼児健診）と学校健

康診断（以下学校健診）は対象者が未成年であ

る事、年齢が近いこと、共に発達段階にあるこ

となどが共通しており、目的も一部共有すると

ころがある。しかしながら両者の間で円滑な連

携や健診データの共有が行われているとは言

えない。本研究では、乳幼児健診と学校健診の

特徴とそれぞれの課題を列挙し、かつ就学時健

康診断（以下就学時健診）の重要性についても

検討した。 

 

Ｂ．研究方法 

 今回は、乳幼児健診の項目と学校健診の項目

および学校保健安全法と学校保健安全法施行

規則に定められた学校健康診断の項目につい

て、主に「標準的な乳幼児期の健康診査と保健

指導に関する手引き〜「健やか親子 21（第 2

次）」の達成に向けて〜」、「児童生徒等の健

康診断マニュアル」、「就学時の健康診断マニ

ュアル」、「第 67 回および第 68 回指定都市

学校保健協議会研究資料〜比較資料編〜」を用

いた文献的検討を行うとともに、母子保健課と

教育委員会間の連携が良好と考えられる福岡

県直方市へのヒアリングを行い、同市における

乳幼児健診と学校健診について検討した。 

（倫理面への配慮） 

文献的検討と直方市役所へのヒアリングが

今回の研究手法であり、倫理的問題はない。 

 

Ｃ．研究結果 

 1．乳幼児健診と学校健診の目的と監督官庁 

 乳幼児健診の目的は母子保健法第 3 条に「乳

児及び幼児は、心身共に健全な人として成長し

て行くために、その健康が保持され、かつ、増

進されなければならない」と規定され、健康状

態の把握と支援者との出会いの場となること、

多職種が連携した保健指導による支援、行政サ

ービスを提供するための標準化が必要である

1）。監督官庁は厚生労働省である。 

 これに対し学校健診は文部科学省が監督官

庁である。目的は学校保健安全法第 1 条に、「学

校における児童生徒等及び職員の健康増進を

図るため、学校における保健管理に関し必要な

研究要旨 

乳幼児健診と学校健診について、その目的、実施者、実施時期、検査項目、事後措置等につい

て、文献的検討を行った。乳幼児健診は厚生労働省が監督官庁で市町村が実施者であるのに対し、

学校健診は文部科学省が監督官庁で、学校の管理者が実施者である。いずれも成長過程にある乳

幼児、児童生徒を対象とするため検査項目には共通するものが多いが乳幼児健診と学校健診のデ

ータは分断されており、個人的な健康情報記録及び疫学データを作成するには、両者の有機的連

携が望まれた。 
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教育活動が安全な環境において実施され、児童

生徒等の安全が図られる」ことである。平成

27 年度版公益財団法人日本学校保健会の児童

生徒等の健康診断マニュアルによれば、「学校

生活を送るに当たり支障があるかどうかにお

いて疾病をスクリーニングし、健康状態を把握

する」役割と「学校における健康課題を明らか

にして健康教育に役立てる」という二つの役割

がある 2）。 

2.乳幼児健診と学校健診の対象と項目 

 法定の乳幼児健診の対象は満 1 歳 6 か月を

超え 2 歳に達しない幼児と満 3 歳を超え満 4

歳に達しない幼児である。母子保健法第 12 条

に、「市町村は、次ぎに掲げる者に対し、厚生

労働省令の定めるところにより、健康診査を行

わなければならない」として規定され項目は母

子保健法施行規則第 2 条に定められている。乳

幼児健診については、多くの市町村が 3〜4 か

月児健診や 9〜10 か月健診、6〜7 か月健診を

行っている 3）。発達障害の早期対応のために 5

歳児健診を行っている地域もある 4）。筆者の

居住する板橋区でも、4 か月児健康診査、6 か

月児健康診査、9 か月児健康診査、1 歳 6 か月

児健康診査、3 歳児健康診査、4 歳・5 歳児健

康診査が行われている 5)。 

 学校健診は学校保健安全法により学校に在

学する幼児、児童、生徒又は学生が対象である。

学校保健安全法第 3 節に健康診断として、就学

時健診、児童生徒等の定期健診・臨時健診、職

員の健康診断について定められている。検査項

目は学校保健安全法施行規則第 6 条に学校に

おける定期健康診断に定められている。学校に

入る前の就学時健康診断の項目は学校保健安

全法施行令第 2 条に定められている（表 1）。 

3.実施者 

 乳幼児健診は市町村が実施者であり、医師、

歯科医師、保健師、助産師、看護師、管理栄養

士、栄養士、歯科衛生士、心理職など多職種の

従事者によって運営される。 

 学校健診は学校の管理者が責任者であり、学

校医、学校歯科医が健診を行っている。就学時

健診は区市町の教育委員会が実施者であり、教

表 1. 乳幼児健診と学校健診の健診項目 

乳幼児健診 学校健診 

1 歳 6 か月健診 3 歳児健診 （就学時健診） （定期健診） 

身体発育状況 身体発育状況  身長、体重 

栄養状態 栄養状態 栄養状態 栄養状態 

脊柱及び胸郭の疾病及
び異常の有無 

脊柱及び胸郭の疾病及び
異常の有無 

脊柱及び胸郭の疾病及び
異常の有無 

脊柱及び胸郭の疾病及び異
常の有無並びに四肢の状態 

皮膚の疾病の有無 皮膚の疾病の有無 視力及び聴力 視力及び聴力 

歯及び口腔の疾病及び
異常の有無 

眼の疾病及び異常の有無 眼の疾病及び異常の有無 眼の疾病及び異常の有無 

四肢運動障害の有無 
耳、耳鼻咽頭の疾病及び異
常の有無 

耳、耳鼻咽頭の疾病及び異
常の有無 

耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患
の有無 

精神発達の状況 
歯及び口腔の疾病及び異
常の有無 

歯及び口腔の疾病及び異
常の有無 

歯及び口腔の疾病及び異常
の有無 

言語障害の有無 四肢運動障害の有無   結核の有無 

 精神発達の状況   心臓の疾病及び異常の有無 

 言語障害の有無   尿 

予防接種の実施状況 予防接種の実施状   
 

育児上問題となる事項 育児上問題となる事項     

その他の疾病及び異常
の有無 

その他の疾病及び異常の
有無 

その他の疾病及び異常の
有無 

その他の疾病及び異常の有
無 
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育委員会の求めによって医師、歯科医師、教職

員等が健診を行っている。 

4.実施場所 

 乳幼児健診は、市町村が定めた会場に集まる

集団健診と、

医療機関委

託健診の二

つがあり、市

町村によっ

て異なる。就

学時健診は、

多くは入学

予定の地域

の小学校で

行われる。学

校健診は学

校内で行わ

れる集団健診で、精密検査が必要な場合は地域

の医療機関で 2 次健診という形で行われる。 

5.健診の評価方法と事後措置 

 表 2 と表 3 に、厚生労働省第 3 回健康診査

表 2． 既存の資料等から考えられる評価指標 

目的 

乳幼児健診（母子保健法） 学校健診（学校保健安全法） 

母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増
進 

幼児、児童、生徒又は学生及び職員の健康の保
持増進、学校教育の円滑な実施 

実施主体 市町村 幼児、児童、生徒又は学生の健康診断：学校 

評価視点 
ストラクチャ-

指標 
プロセス指標 

アウトカム指
標 

ストラクチャ-
指標 

プロセス指標 アウトカム指標 

情報提供 
・検診に関する
評価（事業計画） 

・未受信者に
対する把握率 
・健診受診率 
・「健やか親
子 21（第 2
次）」におけ
る健康行動の
指標 

・「健やか親子
21（第 2 次）」
における健康
水準の指標 

なし 

・健診に関す
る評価（実施
計画、事前・
事後指導、事
後措置状況） 

なし 

保健指導 

・検診に関する
評価（事業計画） 
・従業者への研
修体制 

・フォローア
ップ体制 
・健診に関す
る評価 

・歯科保健指導
や生活習慣、栄
養などに関す
る指導後の効
果 
・「健やか親子
21（第 2 次）」
における健康
水準の指標 

なし 

・健診に関す
る評価（実施
計画、事前・
事後指導、事
後措置状況） 

・健康診断結果
に係る保健指導
等に基づく健康
状況の改善 

受療勧奨 
・検診に関する
評価（事業計画） 

・フォローア
ップ率 

・「健やか親子
21（第 2 次）」
における健康
水準の指標 

なし 

・健診に関す
る評価（実施
計画、事前・
事後指導、事
後措置状況） 

・健康診断結果
に係る保健指導
等に基づく健康
状況の改善 

 

厚生労働省：第３回健康診査等専門委員会資料 2016 を一部改変 

 

表 3. 健康診査等に伴う受療勧奨、その他の事後措置 

    
乳幼児健診 学校健診 

受療勧奨 

健診・検診後 
□精密健康診査、処置または医
療等が必要とされた者に対して
は適切な事後指導を行う 

■必要な医療を受けるよう指示
する  
■必要な検査、予防接種等を受け
るよう指示する 

基準の有無 医師の判断 医師の判断 

勧奨後の受療
の確認 

規定なし 規定なし 

主治医との連
携 

□かかりつけ医との緊密な連携
のもとに、本人の健康状態に応
じた的確な対応を図れるよう留
意する 

規定なし 

その他 
  

■必要な期間学校において学習
しないよう指導 
■学習又は運動・作業の軽減、停
止、変更 

■：法律により義務化、□：法律や通知により努力義務 

厚生労働省：第３回健康診査等専門委員会資料 2016 を一部改変 
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等専門委員会資料を一部改変したものを示す。

それぞれの健診の評価指標は表 2 にまとめら

れている。表 3 は法律による義務化の有無であ

る。学校健診が受療勧奨および事後措置につい

て、必要な場合は学業の軽減や停止、変更を義

務化（学校における感染症による出席停止もそ

の例である）しているのに対し、乳幼児健診は

努力義務である。 

6.指定都市学校保健協議会研究資料から見た

就学時健診の実際 

 指定都市学校保健協議会は毎年指定都市の

教育委員会に対して学校保健活動について毎

年アンケート調査を行い、その結果を研究資料

として毎年配付している。表 4 は、平成 29 年

度第 68 回指定都市学校保健協議会の研究資料

から就学時健診の実施項目を回答の記載通り

に抜粋したものである 6）。就学時健診は学校

に入学前に特別な支援を必要とするかどうか

を調べるために行われ、結果によって必要な指

導助言、勧告が行われる 7）。検査項目は学校

保健安全法施行令に定められているが、発達障

害検査や知能検査は、「その他の疾病及び異常」

の中に含まれる。アンケート結果から具体的な

「知能検査（簡易を含む）」、「きこえとこと

ばの検査」、「ことばの検査」、「学習適応検

査」、「発達検査」、「行動観察」、「面接」、

「教育相談」というキーワードを挙げているの

は 20 指定都市中 9 都市だった。 

6.福岡県直方市におけるヒアリング 

 福岡県直方市は、教育委員会とこども育成課

母子保健係が連携している全国でも数少ない

市である。2017 年 11 月 13 日に直方市の取り

組みについて、直方市教育委員会こども育成課

母子保健係の保健師、教育委員会学校教育課学

校教育係に対し直方市の取り組みについてヒ

アリングを行った。同市では乳幼児健診におけ

る手厚いフォローアップに加え、子供の状態や

支援状況を園や学校に伝える「サポートノート」

を作成して就学時の相談まで支援体制を整え

ており評価できるものだった。しかしながら、

ふくおか就学サポートノート 8）のような保育

所から小学校・特別支援学校への引き継ぎを目

的としたものではなく、乳幼児健診の身長・体

重などのデータも学校健診と共有されてはい

なかった。 

 

Ｄ．考察 

 乳幼児健診は母子保健法に規定された健康

診断であり、学校健診は学校保健安全法に規定

された健康診断である。これに対し妊娠から出

生、乳幼児期を経て（母子保健法）、学校生活

を送り（学校保健安全法）、就労期（健康増進

法）、高齢期（高齢者の医療の確保に関する法

律）をカバーする個人の生涯にわたる保健とし

て「生涯保健」9）という概念があるが、各時期

の健診データを一元管理するシステムはない。

学校保健だけが文部科学省管轄であるが、それ

は学校健診の歴史に拠るところが大きい。 

 乳幼児健診のうち、1 歳 6 か月健診について

は、平成 10 年 4 月 8 日児発第 285 号厚生省児

童家庭局通知において「幼児初期の身体的、精

神発達の面で歩行や言語障害等発達の標識が

容易に得られる一歳六か月児のすべてに対し

て健康診査を実施することにより、運動機能、

視聴覚の障害、精神発達の遅延等障害を持った

児童を早期に発見し、適切な指導を行い、心身

障害の進行を未然に防止するとともに、生活習

慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養及び育児

に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持

及び増進を図ることを目的とする」とあり、三

歳児健康診査の目的として「幼児期において幼

児の健康・発達の個人的差異が比較的明らかに

なり、保健、医療による対応の有無が、その後

の成長に影響を及ぼす三歳児のすべてに対し
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て健康診査を行い、視覚、聴覚、運動、発達等

の心身障害、その他疾病及び異常を早期に発見

し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然

に防止するとともに、う蝕の予防、発育、栄養、

生活習慣、その他育児に関する指導を行い、も

って幼児の健康の保持及び増進を図ることを

目的とする」とある。 

 上記から判るように、乳幼児健診は主に乳幼

児の適切な発達・成長に対する健診であり家

庭・母親への介入も目的に含まれるが、学校健

診は主として健康増進と学校で適切な教育を

受けられること、健康教育に役立てるという健

診目的の違いがある。学校健診では保護者への

介入は特別支援学校を除けば、それほど濃密で

はない。 

 健診時期も乳幼児健診では市町村が実施主

体であるため法定健診（1歳 6か月及び 3歳児）

以外にも 3 か月健診をはじめとする独自健診

が行われているが、学校健診は法定健診が主で

ある。ただし肥満児検診や小児生活習慣病検診

や貧血検診など、地区教育委員会と医師会との

協議によって国の定めた健診項目以外の検診

を行っている地域もある。 

 表 1 から判るように、乳幼児健診と学校健診

では健診の目的は異なるが、栄養状態や身体発

育状況、眼や耳鼻科疾患、歯科疾患の有無、四

肢に関する項目など、身体発達に関する多くの

項目が共通している。ただし、乳幼児健診の事

後措置が努力義務であるのに対し、学校健診は

法律で義務化されていることは大きな違いで

ある。 

 上記から見えてくる課題は大きく三つある。

ひとつは、健診時期と項目が乳幼児健診及び学

校健診ともに、法定のもの以外にいろいろな健

診・検診が地区によって行われている事である。

全国的な疫学データを作成するためには、健診

時期と項目の統一は不可避である。二つめは、

これだけの健診を全国規模で行っているにも

かかわらず、健診を行った事によるメリットと

してのアウトプットやアウトカムが少ないと

いう事である。学校健診について具体的なアウ

トカムとすれば、う歯の減少、学校管理下の突

然死の減少、寄生虫卵の減少などが挙げられる

が、学校管理下の突然死についても、学校心臓

検診がどの心疾患に対して有効であったかと

いうデータを得ることはできない。これは学校

保健統計 10）の手法の課題もある。三つめは乳

幼児健診と学校健診のデータリンクがなされ

ていない事である。生涯保健という観点から見

れば、発達に応じた共通項目を集約することに

より、両者のデータをPersonal Health Record 

(PHR)としてデータリンクさせることが重要

である。一例として乳幼児健診における身長体

重のデータがあれば、小学校 1 年の児童におけ

る成長曲線の作成がより精度の高いものにな

ると考えられる。また個人の健康情報にとどま

らず公衆衛生的な観点から疫学的なアウトプ

ットも可能になると考えられる。しかし、その

ためには現場の入力体制の整備や健診項目整

理や統計手法が課題であろう。 

 直方市のサポートノートやふくおかサポー

トノートのような就学へのつながりについて

乳幼児健診の結果を学校健診につなげるとい

う視点は重要であり、その意味でも就学時健診

は単に特別支援を必要とする子どもを選別す

るためだけでなく、母子保健から学校保健への

橋渡しとしての役割も期待される。しかし指定

都市のアンケート結果でも、就学時健診におけ

る発達障害等対応は地域差があることが示唆

された。（公財）日本学校保健会では就学時健

診マニュアルの改訂を平成 30 年度に行ってい

るところであり、その内容に期待する。 

Ｅ．結論 

 乳幼児健診と就学時健診・学校健診の目的、
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実施者、実施時期、実施項目、得られる成果に

ついて検討した。いずれも発達途中の子供・児

童生徒を対象としたものにもかかわらず、監督

官庁や実施主体の違いにより、お互いのデータ

リンクが有効に行われていない。個人の生涯保

健という観点からも、また疫学的なアウトプッ

ト・アウトカムの評価を達成するためにも両者

のデータをリンクさせる有効利用が必要であ

ると考えらえた。課題としては、データ入力、

データ項目の抽出、データ管理および統計手法

などがあると考えられた。
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表 4. 就学時健診アンケート調査による実施状況(1) 

都市名 検診内容 

A 市 

・問診（罹患歴、予防接種歴、アレルギー等）、 

・内科、歯科検診 

・視力、聴力（必要に応じてオージオメータ検査 

・知能検査（希望校） 

B 市 ・内科、耳鼻科、眼科、歯科検診、視力測定、聴力検査 

C 市 
・内科・耳鼻科・眼科・歯科検診・聴力・視力測定 
・きこえとことばの検査 
・簡易知能検査 

D 市 

・栄養状態 

・脊柱、胸部の疾患及び異常の有無 

・視力、聴力 

・皮膚疾患の有無 

・歯、口腔の疾病及び異常の有無 

・その他の疾病及び異常の有無 

E 市 
 

（平成 26 年度） 

・栄養状態 

・視力・聴力検査 

・脊柱及び胸郭の疾病及び異常 

・皮膚疾患の有無 

・歯及び口腔の疾患及び異常 

・その他の疾病及び異常 

F 市 
・栄養状態、脊柱及び胸郭の疾病、視力、眼の疾病、聴力、耳鼻咽喉科疾患及び皮膚
疾患、歯及び口腔疾患、その他疾病 

G 市 

・内科 

・眼科 

・耳鼻科 

・歯科 

・視力検査 

H 市 

・学校保健安全法施行令第二条に定める項目（栄養状態等） 

・ことばの検査 

・学習適応検査 

I 市 

・内科・眼科・耳鼻咽喉科及び歯科検診 

・視力検査・聴力検査 

・発達検査 

J 市 ・内科、眼科、耳鼻科、歯科、視力検査、聴力検査、知能検査 

K 市 

・学校保健安全法施行令による項目に加え、心臓疾患発見のためのアンケート、問診、
聴打診を実施 

・行動観察・面接の実施 

L 市 
・学校保健安全法施行規則に定める項目 

・面接 
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表 4. 就学時健診アンケート調査による実施状況(2) 

都市名 検診内容 

M 市 

・内科および歯科検診 

・栄養状態 

・脊柱、胸郭 

・皮膚疾患 

・その他（心臓、喘息、運動機能障害等） 

・歯の疾患 

・口腔の疾病及び異常 

N 市 

・内科および歯科検診 

・栄養状態 

・脊柱、胸郭 

・皮膚疾患 

・その他（心臓、喘息、運動機能障害等） 

・歯の疾患 

・口腔の疾病及び異常 

・視力 

・聴力 

O 市 

・内科検診 

・歯科検診 

・視力検査 

P 市 ・学校保健安全法施行令第 2 条に定める項目 

Q 市 

・栄養状態 

・脊柱及び胸部の疾病異常の有無 

・視力及び聴力 

・眼の疾病及び異常の有無 

・耳鼻咽喉疾患及び皮膚疾患の有無 

・歯及び口腔の疾病及び異常の有無 

R 市 

内科、眼科（内科校医） 

歯科（歯科校医） 

教育相談（校長） 

S 市 

・学校保健安全法施行令第 2 条に定める項目（眼科・耳鼻科は内科医がスクリーニン
グを実施） 

・知能検査は必要に応じて相談会で実施（市発達教育センターにて） 

・知能検査は行っていないが、保護者の希望があれば、学校長が個別に面談（各小学
校にて） 

T 市 

・内科健診（栄養状態、脊柱の疾患及び異常の有無、胸郭の異常の有無、皮膚疾患の
有無、その他の疾病及び異常の有無） 

・眼科検診（視力、眼の疾病及び異常の有無 

・歯科検診（歯及び口腔の疾病及び異常の有無） 

  



厚生労働行政推進調査事業費（成育疾患克服等次世代育成総合研究事業 

（健やか次世代育成総合研究事業））分担研究報告書 
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